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近江谷主任主事
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委嘱状交付式
１　委嘱状交付

運営協議会
１　諮　問

２　市長挨拶

３　開　会

４　会長挨拶

５　報告事項
　　　　第１号　　第９回定例会以降の市議会の結果について
　　　　第２号　　平成２８年度国民健康保険事業会計決算について
　
６　協議事項
　　　　第１号　　市長からの諮問事項について
　　　　　　　　　　　　　苫小牧市税条例の一部改正について
　　　　第２号　　都道府県化以降の税率改定の方向性について

７　その他
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発 言 者 発 言 内 容

吉田課長 　それでは、皆さんお揃いになりましたので、早速ですが始めたいと思います。前回の運営協議会
開催後に、２人の委員が辞任されまして、今回委員に新たに就任される舘山委員と鈴木委員に、
市長から苫小牧市国民健康保険運営協議会委員の委嘱状を交付いたします。お名前をお呼びい
たしますので、その場で御起立願います。

　《委嘱状交付》

吉田課長 開会に先立ちまして本運営協議会に対し諮問がございますので、石田会長に諮問書をお渡しい
たします。よろしくお願いいたします。

岩倉市長 　諮問書を渡させていただきますので、よろしくお願いいたします。

吉田課長 　市長より御挨拶申し上げます。

岩倉市長 それぞれに大変お忙しい中、国民健康保険運営協議会に御出席をいただきましたことを心から
御礼を申し上げます。同時に、今お二人の委員の方々に委嘱状を交付させていただきました。本
市国民健康保険事業の運営に、特段の御指導、御鞭撻を賜りますよう、心からお願いを申し上げま
す。
さて、国民健康保険事業でございますが、国保制度改革による平成３０年度からの都道府県化開
始まで約半年となりまして、市町村あるいは国保連合会、そして北海道の三者が連携して、システ
ムの調整、あるいは運営体制の構築など、着々と準備が進められております。国保は、国民皆保険
制度最後の砦でありまして、制度の円滑な移行に向けて、これからがまさに正念場となっているとこ
ろであります。
本市の国保会計は、加入者数が減尐し保険税収は減となりましたが、関係機関の御協力による
健康意識の向上、あるいは薬価改定の影響等により医療費が減尐し、また国による財政支援の拡
充等によって、収支は改善傾向にあります。
平成３０年度の都道府県化を迎えるにあたりまして、健全な事業運営に向けて、より一層、収納率
の向上、そして加入者の健康保持、増進による医療費適正化に取組んでまいりたいと考えておりま
す。
本日は、今ほど諮問書を会長にお渡しさせていただきましたが、「苫小牧市税条例の一部改正」、
そして「都道府県化以降の税率改定の方向性」などにつきまして、御審議をいただくことになりま
す。詳細につきましては、この後担当から説明をさせますが、委員の皆様から数多くの御意見、御
提言を賜りたいと存じておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
最後になりますが、委員の皆様の御健勝を御祈念申し上げまして、措辞ではありますけれど、冒
頭の御挨拶に代えさせていただきます。よろしくお願いします。

吉田課長 　市長は次の公務のために、ここで退席させていただきます。

岩倉市長 　よろしくお願いいたします。

吉田課長 それでは、ただいまから平成２９年第２回国民健康保険運営協議会を開催いたします。本日は渡
辺委員が所用のため欠席となってございます。まず新たに委員になられました、舘山委員と鈴木委
員に簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。舘山委員からよろしくお願いいたします。

（各委員挨拶）

吉田課長 　開会に当たりまして石田会長より御挨拶をお願いいたします。

石田会長 　それでは、開会に当たりまして一言だけ御挨拶を申し上げたいと思います。本日は８月の月末と
いうことで、大変お忙しい中、しかも１８時ということで遅い時間にもなりますけれども、お集まりいた
だきましてありがとうございます。先ほど市長の方から諮問書をいただいておりまして、本日の議題
の中でいろいろとお話をさせていただくような形になろうかと思います。事前に資料等も配布されて
おりますので、皆さんご覧いただいているかと思いますけれども、国保会計については、２８年度は
割と順調な推移をしていたということでありますけれども、３０年度に都道府県化という新たな改革が
あるということで、その辺のことも含めて、国保のあり方というものを考えながら議論をいただきたいと
思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

吉田課長 　ありがとうございます。それではこれからの議事進行を石田会長にお願いいたします。

石田会長 　それでは、議事の方に入りたいと思います。お手元に会議次第がございますので、議事に従いま
して進めさせていただきたいと思います。本日は報告事項が２件、それと協議事項が２件ということ
でございます。まず最初に、報告事項第１号「第９回定例会以降の市議会の結果について」事務局
より御報告をお願いしたいと思います。
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発 言 者 発 言 内 容

片原部長 　市民生活部長の片原でございます。報告第1号「第9回定例会以降の市議会の結果について」御
説明をいたします。
　前回の運営協議会以降に開催された市議会の内容でございますが、本年２月２４日から３月１７日
まで開催されました第９回定例会におきましては、国保に関する議案として、本年２月の運営協議
会で御承認をいただいた「平成２８年度国民健康保険事業特別会計第４回補正予算案」と「平成２
９年度国民健康保険事業特別会計予算案」を提出し、ともに可決されております。
　このうち、平成２９年度予算案につきましては、予算審査特別委員会におきまして審議され、７人
の委員から国保都道府県化に伴う課税限度額や税率の改定、医療費適正化や保健事業の取組、
収納率向上対策などについて御質問をいただきましたので、その主な内容について御紹介をいた
します。
　始めに、都道府県化に伴う国保課税限度額と税率改定に対する市の考え方についてでございま
すが、課税限度額につきましては、現在、法定限度額との乖離が生じており、市が北海道に納める
国保事業費納付金は法定限度額を基準に積算されることや、負担の公平性の観点からも、現在の
課税限度額を法定限度額に合わせ、改正する必要があると答弁をしております。保険税率の改定
につきましては、平成３０年度以降は国保事業費納付金を賄うため、基本的には北海道から示され
る標準保険料率を参考に税率を決定することとなりますが、本算定の結果が出るまでは税率の増
減や改定時期についての具体の議論ができないことから、８月の第３回納付金仮算定後に方向性
をお示ししたいと、答弁をしております。

　次に医療費適正化や保健事業の取組についてでございますが、被保険者の健康保持・増進によ
り医療費を抑制することが重要であり、健診や各種ドックの受診によって自分の健康状態を知り、病
気の早期発見、疾病リスクがある方への保健指導の活用など、発症予防と重症化予防を重点として
取組を進めてまいりたいと答弁をしております。
　収納率向上対策につきましては、高額滞納者への対処の強化、財産調査の徹底、職員の徴収業
務スキル向上を図り、収納率の向上を図る旨を答弁しております。
　次に、５月１２日から１７日まで開催されました第１０回臨時会におきましては、地方税法の改正に
伴う「苫小牧市税条例の一部を改正する条例」において、国保の低所得世帯に対する保険税軽減
のうち５割及び２割の軽減対象となる所得基準額の引き上げ、軽減対象世帯の拡充を含め専決処
分を報告し承認をされております。
　最後に、６月１５日から２３日まで第１１回定例会が開催されましたが、国保に関する案件はござい
ませんでした。
　第９回定例会以降の市議会の結果については、以上でございます。

石田会長 　はい、ありがとうございます。ただいま報告事項の第１号「第９回定例会以降の市議会の結果につ
いて」御説明いただきましたけれども、何か御質問等ございませんでしょうか。

各委員 　了承

石田会長 　続きまして報告事項第２号「平成２８年度国民健康保険事業会計決算について」、こちらも事務局
より報告をお願いしたいと思います。

吉田課長 　改めまして、国保課長をしております吉田と申します。
　報告第２号、平成２８年度国民健康保険事業会計決算について御報告いたします。
　議案書の２ページと３ページに平成２８年度決算概況と被保険者の加入状況、保険給付費等の
推移について、グラフを掲載しております。
　また、別冊の「平成２８年度決算状況等について」という資料で、歳入・歳出それぞれの総括表と
各項目の説明、本市の平成２８年度における医療費の適正化や収納率向上の取組について掲載
させていただいておりますので、これらの資料により説明をさせていただきます。
　それでは、議案書の２ページをお開きください。
平成２８年度国民健康保険事業会計決算は、歳入総額２００億８,６４３万３千円、歳出総額１９６億３,
９７８万１千円で、歳入歳出差引額４億４,６６５万２千円を翌年度に繰り越しております。この繰越金
につきましては、９月議会に補正予算を提出し、全額を基金に積み立てる予定でございます。
　今決算は、収支上、４億４,６６５万２千円の黒字となりましたが、歳入では、例年同様、国道支出金
に、精算により翌年度に返還しなければならない額、およそ１億２,４００万円が含まれている中での
黒字であるため、実質的な収支としては約３億２,３００万円の黒字と捉えております。
　次に議案書の３ページをお開きください。
　４つのグラフを掲載しておりますが、左上のグラフが、国保の加入状況の推移でございます。この
グラフは年度平均での世帯数、被保険者数の推移を示しておりますが、平成２３年度をピークに世
帯数、被保険者数ともに減尐しております。
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吉田課長 　今年度に入っても減尐傾向は変わらず、７月末現在で被保険者数が３５,４０６人、世帯数が２３,４
４９世帯となっております。加入者の年齢構成などを勘案しますと、今後も後期高齢者医療制度加
入による被保険者数の減尐が続くものと考えております。
　次に、右上のグラフが、国保税の現年度調定額と収納率の推移でございます。調定額について
も、加入者の減尐や世帯所得の低迷、法改正による低所得者世帯に対する保険税軽減制度が拡
充されたことなどの影響を受け、減尐傾向にあります。
　下段の表でございますが、左が保険給付費、右が後期高齢者医療、介護保険の両制度への納
付金の推移となっております。左下の保険給付費につきましては、被保険者数が減尐しているもの
の、加入者の高齢化や医療の高度化等に伴い平成２７年度までは増加しておりましたが、平成２８
年度は関係機関の御協力による健康意識の向上や、薬価改定による高額な薬剤の値下げ等の影
響により、昨年度と比べまして大幅に減尐しております。
　次に右下の納付金でございますが、これらの納付額は、当該年度の被保険者数の見込みに１人
当たりの負担額を乗じて算出するもので、実績に基づき２年後に精算する仕組みとなっておりま
す。平成２８年度の納付額が前年度に比べ減尐しているのは、被保険者数が見込みより大きく減尐
したため、精算による差引額が大きかったことによるものですが、一人当たりの負担額は年々増加
傾向にございます。
　被保険者数の減に伴う保険税収等の減尐と、後期高齢者、介護保険、両制度への納付金などの
歳出の増加が、国保会計の収支を悪化させている要因となっておりましたが、平成２８年度におい
ては、保険給付費の減尐や国の財政支援拡充により収支が改善され、実質的な収支として約３億
２,３００万円の黒字となりました。
　続きまして、歳入歳出の各項目について御説明いたします。
　別冊資料１「平成２８年度決算状況等について」の１ページ上段に歳入の総括表を掲載しており
ますが、この中で予算現額Aと決算額Bとを比較した差引B-Aの大きな項目について説明させてい
ただきます。
　１ページ、①国民健康保険税は、予算に対し収納率が向上したことにより、８,９１０万１千円の増と
なりました。

　２ページを御覧ください。中段に過去５年間の収納率推移を表にしておりますが、表の下段、一
般被保険者・退職被保険者等の総計で、平成２８年度、現年課税分が９３.２８％、滞納繰越分が２
５.２１％、合計が７６.１５％となっており、前年比で１.９４ポイントの増となってございます。昨年に引
き続き７０％台の収納率を確保できました。今後も収納率向上に向け、地道な取組を継続してまいり
たいと考えております。
　③国庫支出金については、予算に対して、１億２,０１５万３千円の増となりました。その内訳としま
しては、療養給付費負担金等で約２,９００万円の増、財政調整交付金で約９,１００万円の増となって
おります。先ほども触れましたが、このうち療養給付費負担金等については概算で交付されている
ため、給付実績に基づく精算により、約１億２,４００万円を２９年度中に返還する予定となっておりま
す。
　３ページを御覧ください。
　④療養給付費等交付金は、退職被保険者等の医療費が減尐したことにより予算に対して４,４３０
万７千円の減となりました。この療養給付費等交付金とは、医療保険における国保の医療負担を是
正するための退職者医療制度に基づき交付されているものですが、平成２７年度より新規対象者の
適用が終了しましたので、今後も減尐していく見込みでございます。
　４ページを御覧ください。⑦道支出金、９,３０１万３千円の増は、都道府県財政調整交付金が増と
なったものでございます。
　⑨繰入金は、予算に対して１億１,４４１万８千円の減となりました。その内訳としましては、一般会
計繰入金が約３,１００万円の減、基金繰入金が約８,３００万円の減となっております。一般会計繰入
金は、職員給与費や事務費に対して繰入されているものが歳出額の減尐に伴い減額となったもの
です。
　基金繰入金は、２８年度の収支不足額を約８,３００万円と見込み、赤字補填として同額を基金から
繰入れる予定でございましたが、国保税や、国道支出金が予算を上回ったことにより、基金からの
繰入が不要となったものでございます。
　次に歳出でございます。６ページをお開きください。
　上段に歳出の総括表を掲載しておりますが、歳入と同様、予算現額と決算額とを比較した不用額
の大きな項目について御説明いたします。
　②保険給付費は、予算に対して２億７,０６５万６千円の減となりました。一般被保険者及び退職被
保険者等の療養給付費が、見込んでいた件数より減尐したことや、薬価改定の影響により執行残と
なったものでございます。
　　８ページ⑧保健事業費は、予算に対して１,７４４万７千円の減となりましたが、これは主に特定健
診と特定保健指導の委託料の執行残でございます
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吉田課長 　次に、９ページをお開きください。
　過去２０年間の収支状況と、平成２２年度に設立した基金残高の推移を表にしております。平成２
２年度以降の７年間の推移を見ますと、保険税収の減尐と、保険給付費や制度納付金などの歳出
の増加に伴い、収支が悪化の傾向にありましたが、平成２８年度は収支が大幅に改善されておりま
す。基金残高につきましては、平成２８年度末で３億９,１４４万８千円となっております。平成２９年度
はここから国道支出金の返還金約１億８,６００万円を取崩しますが、平成２８年度の決算剰余金約４
億４,７００万円を積み立てることになりますので、年度末基金残高は、基金設立以来最も多くなる見
込みでございます。
　最後となりますが、１０ページに本市の平成２８年度における新たな取組みと医療費適正化・保健
事業、収納率向上についての主な取組内容を記載しております。
　これからも取組を継続し、国民健康保険事業会計の健全化に努めてまいりたいと考えてございま
す。以上でございます。

石田会長 　はい、ただいま報告第２号につきまして御説明いただきました。何か御質問等がありましたらお願
いしたいと思いますが。

石田会長 　それでは私の方からちょっとお聞きしたいのですが、今回基金の部分については返還分を差し引
きまして３億円以上の積立ということになるのですけれども、３０年度の都道府県化後も、この基金は
そのまま継続して積立てられていくものなのですか。

吉田課長 　平成３０年度以降の都道府県化以降も苫小牧市が保険者であることは変わりはございませんの
で、引き続き基金として苫小牧市が保有するといった形になってございます。

石田会長 　そうしますと、今年度は歳入の方が上回って基金の繰入が増えたといったことになるのですけれど
も、都道府県化以降も同じような状況が続くことになれば、どんどん基金だけが増えていくということ
になる訳ですか。

吉田課長 　基本的には剰余金がでた場合については基金に全額積むことと条例上なっておりますので、プラ
ス分が出れば、今後も引続き積立てていくといった形になると思います。

石田会長 　そうしますと、都道府県化で仕組みが変わったことによって基金を取り崩してどちらかに納付しな
ければならないということではないのですね。あくまでも苫小牧市の中で運用できるという形になる
訳ですか。

吉田課長 　そうですね。苫小牧市で積んでいる基金については、苫小牧市の意思で必要であれば補填す
る、といった使い方ができるようになっています。

石田会長 　今年度、歳入の方が上回ったということなんですけれども、２ページ、３ページの資料を見ますと
収納率の向上だとか、保険給付の減尐だとかといったことがあるんですけれど、一人当たりの給付
金がわずかですけれども、引き下がっているという要因はどのようにお考えですか。

吉田課長 　これまで一人当たりの保険給付費というのはずっと右肩上がりで上がっていた現状がございました
が、今回、私の記憶している限りでは初めて一人当たりの保険給付費が下がったということでござい
ます。これは関係機関の健康意識の向上に対する御協力等もございますし、また平成２８年度に診
療報酬の改定で薬価が若干下がったといったことも、今回の減尐につながっているものと思ってお
ります。あとは健康に対する意識というのが非常に高まっているのかなという感はありますので、そう
いった動きが複合されてこういった結果が付いてきたものと分析しております。

石田会長 　前回の会議のときにも予防、健診の話題が出ていましたが、そういうものの効果も多尐は見られる
のでしょうか。

吉田課長 　苫小牧市は、舘山委員もいらっしゃってますけれども、各医療機関が非常に熱心に特定健診の
受診に対して、受診勧奨を行っていただいているという現状がございます。何よりも未然に防ぐとい
うことが大事になってきますので、そういった健診の効果というのは非常に大きいと考えております。

石田会長 　ありがとうございます。他に何か御質問等ございませんでしょうか。
　よろしいですか。

各委員 　了承

石田会長 　それでは次の協議事項の方に移りたいと思います。協議事項の第１号、「市長からの諮問事項に
ついて」ということで、こちらも事務局の方から御説明をお願いしたいと思います。
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片原部長 　協議事項第１号　市長から諮問をさせていただきました「苫小牧市税条例の一部改正について」
を御説明いたします。
　議案書をお開き願います。
　今回御提案をさせていただく国民健康保険税課税限度額の引上げについてでございますが、現
在苫小牧市では、平成２７年度から平成２９年度の３ヵ年で合計８万円の引上げを行い、課税限度
額は８１万円となっております。この８１万円というのは平成２６年度段階での法定限度額であり、国
はその後平成２７年度と平成２８年度の２ヵ年で４万円ずつ引上げを行ったため、苫小牧市と国の限
度額には依然８万円の乖離が生じております。
　平成３０年度に行われる国保都道府県化におきまして、市が北海道に納める国保事業費納付金
は、法定限度額を基準に積算されます。法定限度額に達していない場合、税収が不足をいたしま
すので、その分税率を上げて低・中間所得者層の負担を増やして補填しなければなりません。こう
した、法定限度額との乖離により生じる低・中間所得者層への影響の回避を図るとともに、所得に
応じた保険税負担の公平性を確保するため、課税限度額を改正したいと考えております。
　引上げの期間及び金額につきましては、平成３０年度および平成３１年度の２カ年において４万円
ずつ引上げを行い、段階的に実施したいと考えておりますので、この件につきまして委員の皆様か
らの御意見を伺いたいと思います。
　詳細につきまして、国保課長から説明いたします。

吉田課長 　それでは、私の方から詳細についての説明をさせていただきます。
　最初に改正の内容でございますが、苫小牧市国民健康保険税の課税限度額につきまして、苫小
牧市税条例第１３７条第２項「基礎課税額」を、現行５１万円から法定限度額の５４万円、同条第３項
「後期高齢者支援金等課税額」を、現行１６万円から法定限度額の１９万円に、同条第４項「介護納
付金課税額」を、現行１４万円から法定限度額の１６万円に改正するものでございます。この改正に
伴いまして、第１４６条の国民健康保険税減額の規定に定める上限額についても当該改正額に改
めるものでございます。
　この改正案は、平成３０年４月１日から施行し、平成３０年度および平成３１年度の２カ年におい
て、段階的に実施いたします。
　年度ごとの引上げ額ですが、平成３０年度においては、基礎課税額を２万円引き上げ５３万円、後
期高齢者支援金等課税額を１万円引上げ１７万円、介護納付金課税額を１万円引上げ１５万円の
合計８５万円とし、平成３１年度は、基礎課税額を１万円引き上げ５４万円、後期高齢者支援金等課
税額を２万円引上げ１９万円、介護納付金課税額を１万円引上げ１６万円とし、改正後の額である８
９万円とするものでございます。
　次に、国の課税限度額の経過でございますが、国は所得に応じた負担の公平性を確保するた
め、平成２７年度に４万円、平成２８年度にさらに４万円を引き上げ、合計で８９万円といたしました。
平成２９年度は平成３０年度からの国保都道府県化を控える中、一度立ち止まって課税限度額の
根本的なあり方について議論するべきとの社会保障審議会医療保険部会での意見を踏まえ、課税
限度額は据置となっております。
　本市における課税限度額の経過と改正の理由でございますが、先ほど部長からも説明がありまし
たように、本市の課税限度額は法定限度額と８万円の乖離が生じてございます。このまま改定せず
に都道府県化となった場合は、税率を上げて低・中間所得層の負担を増やして補填をしなければ
なりません。こうした、法定限度額との乖離により生じる低・中間所得者層への影響を回避するととも
に、所得に応じた保険税負担の公平性を確保するため、課税限度額を改正したいと考えてござい
ます。
　それでは、次のページをお開き願います。
　一番上に平成２０年度以降の法定限度額と本市の限度額の推移を表にしております。法定限度
額との乖離は平成２８年度に一時１０万円まで広がりましたが、現在は８万円となってございます。
　次に、平成２９年度の道内他市の課税限度額の状況でございますが、限度額合計で法定と同額
の８９万円が、３５市中３２市、８５万円が２市となっております。８１万円は本市のみでございますの
で、道内では一番低い額となってございます。
　次に、今回の改正により影響を受ける限度額超過の世帯数の推移と調定額の増額見込みでござ
います。現行の８１万円にて限度額超過となっている世帯数は、基礎分が３０１世帯、支援分が２８１
世帯、介護分が１２３世帯でございます。平成２９年度当初賦課時点での試算でございますが、今
回の改正案により、限度額を８５万円とした場合、超過世帯数は基礎分で２７０世帯、支援分で２４３
世帯、介護分で１０３世帯となり、調定額は、９３４万円の増額が見込まれます。
　さらに法定限度額と同額の８９万円とした場合は、超過世帯数は基礎分で２６３世帯、支援分で１９
６世帯、介護分で８９世帯となり、すべての区分で限度額に達する世帯数は、１６０世帯、調定額は、
１，７２６万７千円増額する見込みとなります。
　最後に、限度額に達する所得額の目安でございますが、モデルケースとして４０歳以上の介護該
当の夫婦と子ども一人の三人世帯、収入は夫の給与収入のみの世帯で試算してございます。
　基礎分、支援分、介護分とそれぞれの税率が違うため、限度額に達する所得は異なりますが、現
行の限度額８１万円に達するのは、このケースでは、給与収入で約７６８万円以上の世帯でございま
す。
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吉田課長 　また、限度額８５万円に達するのは、給与収入で約８１８万円以上、限度額８９万円に達するのは
給与収入約８９２万円以上の世帯となります。
　以上で、苫小牧市税条例の一部改正について説明を終わらせていただきます。よろしく御審議を
お願いいたします。

石田会長 　ただいま協議事項第１号の苫小牧市税条例の一部改正についての説明をいただきました。何か
御質問等があればお願したいと思います。何かございませんでしょうか。

石田会長 　今まで段階的に引き上げて来なかった、この２ページ目の課税限度額の推移にあるような形で引
き上げを留保してきた、というのは、ある程度国保会計の方に余裕があるので引き上げをして来な
かったということでよろしいですか。

吉田課長 　はい。当初、平成２６年に一度引き上げを行っていますが、その前に法定限度額との乖離が生じ
ておりました。その時点では国保会計が黒字となっていたために、課税限度額をあえて引き上げる
必要性がないと判断しておりまして、引き上げを見送っていた経緯がございます。平成２６年度の課
税限度額変更の際に、一度は条例上は法定限度額に合わせたのですけれども、その後、苫小牧
市が段階的に引き上げている最中に、国が２カ年度に渡って４万円ずつ計８万円引き上げたこと
で、またさらに乖離が生じてしまったといった現状になってございます。

石田会長 　５番目に書いてあります道内３５市の状況ということなのですけれども、他の市においては国の限
度額の改定に伴って順次上げて来ていることなのですか。

吉田課長 　そうです。他市においては、法定限度額が変わる都度、課税限度額をそれぞれ引き上げて来たと
いう経緯がございまして、法定限度額と一致している市が非常に多くなっているという現状でござい
ます。

石田会長 　平成３０年度の都道府県化に伴って、乖離幅が出ていますといろいろと税率の変更等が考えられ
るということもあって、所得の高い人達の部分を放置していると、その下の所得層に影響を与えるの
で、国の課税限度額に統一していきたいという考え方なのでしょうか。

吉田課長 　会長が言われたように、都道府県化以降は法定限度額を市が集めている前提で、道が標準保険
税率を設定してきますので、法定限度額に合っていない分というのは、いずれかの方法で補填しな
ければならないといった形になります。会長が言われたように、今課税限度額を変えないと、低・中
間所得者層にツケが回るといった形になりますし、まず税率改定を考える場合においては、一旦課
税限度額を法定限度額に合わせた上で税率を変えるべきかどうかという議論になるというのが基本
の考え方になりますので、やはり法定限度額に課税限度額を合わせるということは、応分の負担を
いただくと言った意味では、高所得者には応分の負担をしていただくといったことになると考えてご
ざいます。

石田会長 　一部改正の内容については３０年度と３１年度の２カ年に渡って段階的に引き上げていくということ
ですけれども、その後も国の限度額が変更になれば、そのときはそのままスライドして上げていくと
いった考え方ですか。

吉田課長 　基本的には、４万円ずつの引き上げ幅を考えてございますので、単年度４万円という引き上げ幅
については、これが上限と我々は考えてございます。３０年、３１年の２カ年で引き上げを考えており
ますけれども、その間に国がまたさらに法定限度額を引き上げることになった場合は、３１年度が終
わった時点で、またさらに法定限度額への引き上げということを継続的に行っていかなければなら
ないと考えてございます。

丸山委員 　けっこうしんどいですね。

石田会長 　先ほど収入が７００万だとか８００万だとか話がありましたけれども、１世帯当たりにすれば年間４万
円段階的に上がって行くことになりますね。

丸山委員 　大きいですよね。

石田会長 　確かに大きいことは大きいですね。

吉田課長 　家計を預かる主婦の皆さんからすると、かなり大きい額の引き上げ幅になるのかなと思います。本
当は単年度で８万円上げてしまうのが一番いいのですけれども、さすがにそこまで一気に引き上げ
るというのは影響が大きいかなという判断もございまして、単年度４万円ずつ、国の引き上げ幅に準
じて引き上げさせていただきたいといった内容になってございます。
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石田会長 　この資料を見ると、対象世帯は２００世帯位ずつあるような形になっています。国保ですので、一
般の社会保険が適用されないため、これだけの尐ない世帯になってしまうのでしょうけど、やはり今
まで上げて来なかったものを、段階的ですけれどもここに来ていっぺんに上げるというのは、それな
りに家計への負担も大きいと思います。所得は年々変わるので一概に言えない部分もあるのかもし
れませんけど、事前にそれぞれの世帯に広報等でアピールして行くことになるのですよね。

吉田課長 　この場で御審議をいただいて、この改定案でよろしいという審議がなされ、実際に条例改正に進
む際には、市民意見としてパブリックコメントの募集も行いますし、当然周知については広報とまこま
い等を通じて被保険者の方にお伝えして行こうと考えております。

石田会長 　これをやらないことによって低・中所得者の方に負担が行くということになれば、当然ですけれど
本来負担すべき課税所得の方達に負担していただくというのが筋だと思いますので、それはやらざ
るを得ないと思います。もっと細分化して段階的に期間を延ばして、例えば２年じゃなくて５年位か
けてやるということについて、都道府県化することよっての支障というものは何かあるのでしょうか。

吉田課長 　今回、２年としておりますけれどもこれを仮に５年ですとか６年、もっと長いスパンで延ばした場合
は、先ほど御説明したように３０年度に都道府県化になった場合に、苫小牧市が北海道に納める納
付金と言われるものについてはあくまでも法定限度額まで集めている前提で計算しますので、どうし
ても追いつかない部分があります。追いつかない額かける世帯数分の穴が開く形になりますので、
そこをどこかで埋めていかなければならなず、そこをもし税率に転嫁するとなると、かなり大きな世帯
数に影響が及ぶということもございますので、やはりそれを避けるために尐しでも早く課税限度額が
法定限度額に追いつくように、今回２年という幅を持たせて考えております。

石田会長 　３０年度に４万円しか上げないということになると、当然限度額に達していないということになります
よね。その部分の納付額については税率で調整しなければならなということになる訳ですか。

吉田課長 　本来であれば会長が言われたように税率で調整するという形になるのですが、苫小牧市は幸いに
して約６億５千万円の基金を残した状態で都道府県化に入ることになりますので、当面は開いた穴
の補填はその基金を取り崩して充てたいと考えてございます。税率については、基金を充て込むこ
とによって税率に転嫁しない方法を取りたいと考えてございます。

石田会長 　逆に言えば、本来負担しなければならない人の部分を余剰金である基金で補填するということ
は、やはり異常ですよね。

吉田課長 　本当は好ましい形ではないのかもしれないですが、あまりにも、高所得者とはいえかかる影響が大
きいということもありますので、そこは臨時的に、国保制度始まって以来の大改革となりますので、こ
ういった非常時のために基金というものはある意味積立てて来たものでございますから、そこを一旦
充て込まさせていただくといったことを我々としては考えてございます。

石田会長 　なかなかそういう、負担増になることですので簡単にはいかないのかもしれませんけれど、制度改
革という趣旨の中でどこかの時点でやはりやらなければならないことなので、それをできるだけ速や
かにやった方がいいというのはよくわかります。あとは当然ですけどいろいろと公平性の問題も出て
くるので、課税限度額が国の示している水準まで達していないということで、極端なことを言うと、言
葉は悪いですけど、得する人が出てきているということになるので、本来的な負担をしていただくと
いうのが制度上やむを得ないことなのかもしれませんね。

石田会長 　何か御意見ございませんですか。丸山委員いかがですか。家計という部分ではなかなか難しい部
分もあるのでしょうけど。

丸山委員 　高所得の方ばかり負担をかけるのも依怙贔屓みたいになっちゃうので、尐しでもいいから低・中間
所得層もいくらか上げていただくことがいいのかなと思います。
　医療費がかかっている世帯というのは年齢が中間から上の方たちが多いじゃないですか。若いと
医療費がかからないので、やはりそういう方達にも尐し負担してもらうというのはどうなんでしょう。

吉田課長 　都道府県化以降に税率改定をする予定ではおりますので、その際には、苫小牧市は平成20年度
から税率をずっと変えないでやってきたという経緯がございます。それが段階的に課税限度額を引
き上げてきてなんとか凌いできたという経緯もございますので、丸山委員が今言われたように、やは
りこの10年間の期間の中で税率を苫小牧市は変えてきませんでしたけれども、物価の上昇ですとか
消費税率のアップですとか、物価の変動というのもございますので、税率改定のときにはその辺も
勘案しながら応分の負担というのですかね、応能応益の原則に基づいて負担を求め、適正な税率
を設定していくということが必要になってくるかと思います。
　ただ、医療費については、医療費がかかるから税率を高くするということはできませんので、そこは
あくまでも所得、あとは世帯構成、年齢構成等によって、公平性が保たれるような税率を設定したい
と考えてございます。
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丸山委員 　公平である以上は、やっぱりそうでしょうね。

石橋会長 　ある意味苫小牧市は今まで恵まれていたのかなということですね。

吉田課長 　他市に比べると、高所得者の方はちょっと得をしていたという言い方はできるかもしれません。

丸山委員 　そういう得をしていたということは、協議委員をやっているからわかりましたけど、そうでない方は意
外にわからないでいるのかなと思います。

吉田課長 　そうですね。

丸山委員 　だから、今頃になってこうだったからこうですよ、だから上げますよって言っても、きっと、「えー、こ
んなにいっぺんに上げるの」みたいな感じになりそうです。それだったら尐しずつでも上げてくだ
さっていれば、まだよかったのかなと思います。あまりにも税額が大きいために、不満に思う方もいる
と思います。安かったから、あまり上げてなかったからいいでしょみたいに言っても、理解してもらえ
ないのかと思います。

吉田課長 　たしかに丸山委員が言われたように、これまで上げて来ていなかった部分は、苫小牧市に住んで
る方は他の市に引っ越さない限りはわからないですので、なかなかそこは実感として持っていただく
のは難しい部分なのかなと思います。ただ、我々があまり声を大にして、苫小牧市は今まで得をし
ていたんですよと言うのも、ちょっと言い辛いところでございますので、こうした今日みたいな御意見
をいただければ、報道機関も来ておりますので、苫小牧市が今までいかにうまく運用して、課税限
度額を上げないで凌いできたかということが伝わっていけばありがたいかなと思います。

丸山委員 　そこを強調して書いていただいて、わかっていただいて、次のステップに。

吉田課長 　先ほど会長からも御提案があったように、苫小牧市の課税限度額が上がるという周知の中で、他
市の状況というのも紹介させていただくというのも一案かと思いますので、そういった周知の仕方を
して、苫小牧市はやっと全道並みというか、他の市並みの水準に合わせますというような言い方も考
えてみたいと思います。

石田会長 　他に何か御質問等ございませんでしょうか。それでは、やらなくちゃいけないという部分はよく理解
できましたので、この協議事項第１号につきまして、いろいろと御意見を伺いましたけれども、このよ
うな形で答申をさせていただいてよろしゅうございましょうか。

各委員 　了承

石田会長 　それでは、皆さんの御意見はこういう形で答申させていただくということなんですけれど、事務局の
方で、この答申案について何か文案等ございましたら、お願いしたいと思います。

吉田課長 　それでは、文案について私の方から御提案させていただきたいと思います。
　平成２９年８月３１日付けで諮問のあった苫小牧市税条例の一部改正について、慎重に審議した
結果、改正することが適当であるので答申します。以上でございます。

石田会長 　ただいま文案につきまして説明いただきましたけれど、このような形でよろしゅうございましょうか。

各委員 　了承

石田会長 　それでは、皆様の御承認をいただいたということでございますので、答申につきましては、今ほど
事務局の方からお話がありましたような形で、後日私の方から市長の方に答申をさせていただきた
いと思います。よろしゅうございますか。

各委員 　了承

石田会長 　１号議案につきましては以上のとおりで、次に第2号の事項につきまして、「都道府県化以降の税
率改定の方向性について」ということで、こちらを事務局の方から説明をお願いしたいと思います。

吉田課長 　引き続き私の方から御説明させていただきます。協議事項第２号「都道府県化以降の税率改定の
方向性について」を御説明いたします。
　本日配布いたしましたカラー刷りの資料を御覧下さい。
　先ほど、「報告第１号、第９回定例会以降の市議会の結果について」の中でも御報告させていた
だきましたが、平成２９年度予算審査特別委員会において、都道府県化以降の税率改定につい
て、８月に行われる第３回納付金仮算定の結果により、方向性を示す旨の説明をしております。
　この件につきまして方向性が決まりましたので、検討した結果について委員の皆様の御意見を伺
いたいと思います。
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吉田課長 　最初に、平成３０年度の国保都道府県化において、なぜ税率改定の検討が必要なのかについて
御説明いたします。
　都道府県化前の現在におきましては、苫小牧市の国保に加入している方々の医療費を給付でき
るように保険税率を設定しおりますが、都道府県化することにより、北海道内で医療費を給付する
財布がひとつとなり、北海道全体の医療費を支払うために、市町村が北海道に必要なお金を納め
る仕組みに変わります。
　この納めるお金を国保事業費納付金と言いますが、分かりやすく例えるなら医療費を道内自治体
で割り勘することとなります。
　この納付金は、市町村の所得水準や医療費水準等により北海道が計算し、市町村は納付金を納
められるような税率を設定することになりますが、北海道からは税率についても目安となる税率を提
示されます。
　次に、保険税率が上がるのか下がるのかについてですが、北海道は平成３０年度に向けてこれま
でに３回の試算を行っており、最新の仮算定結果が今月示されてございます。
　保険税は、資料の図にありますように国保に加入する全ての世帯が平等に負担する『平等割』、
世帯人が均等に負担する『均等割』、所得に率をかけた額を負担する『所得割』の３つを積上げて
計算されます。
　資料の①の比較表ですが、合計欄を見ていただくと、所得割率は１２.９５％から１０.４８％に下がる
結果になっておりますが、均等割と平等割の金額は、それぞれ増加しており、合計は１万３,１５２円
上がる結果となります。
　これをモデル世帯で比較したのが②の表になりますが、aのパターンでは合計１万５千円の減額と
なり、bのパターンでは１万３００円の増額となります。
　仮算定の結果を見ましても所得階層や世帯構成、年齢によって税率改定による負担の増減が出
てきますので、一概に保険税が上がる下がるの議論をすることはできず、本算定後に北海道から納
付金等が示され、税率改定をする際には複数のモデル世帯を想定し、分析・検討することになりま
す。

　現在、北海道から平成３０年度の納付金等が示されるのが平成３０年１月となっており、平成３０年
４月の税率改定には分析・検討の時間が取れないこと、市民周知期間が短くなることから、平成３０
年度の税率改定は行わず、平成３１年度の税率改定に向けて、時間を掛けて分析・検討、周知活
動を行いたいと考えています。
　なお、平成３０年度に税率改定を行わないことにより、所定の納付金額が集められない場合には、
基金からの繰入で対応したいと考えてございます。
　以上で、「都道府県化以降の税率改定の方向性について」説明を終わらせていただきます。御審
議をよろしくお願いいたします。

石田会長 　協議事項第２号の「都道府県化以降の税率改定の方向性について」説明がありました。先ほどの
第1号と合わせますとなかなかわかりにくい部分があるかと思いますけれども、やはり国保の税額の
イメージ図を見ていただいて、このような形で積み上げて税率を計算するという中で、現行の保険
料とどうしても差が出てくるということで、その修正をするということだと思います。今ほど説明ありまし
たとおり、平成30年の1月でなければ道の方から納付金等が提示されないということなので、新年度
すぐ税率を確定させて運用するのはなかなか難しいということでの、基金での対応ということなので
すけれど、今考えられる想定でしかないのかもしれませんけど、どのくらいの過不足が発生するとい
う想定ですか。

吉田課長 　現在、北海道から示されておりますのはあくまでも仮算定という形になっておりますので、今段階
でどれくらいの収支が不足するかといった話を早々にするのはちょっと危険かなと我々も判断して
おりますので、あくまでも本算定の結果が終わって最終的な額が出た段階で、今の税率と比較をし
て、どうしなければならないかといったような分析、検討が必要になると思っております。

石田会長 　何か本件について御質問等があればお願いしたいと思います。

新谷委員 　都道府県化にした背景というのは、ちょっと勉強不足で申し訳ないんですけれども、説明していた
だけますか。

吉田課長 　今回の都道府県化についてでございますが、そもそも国保が抱える構造的な課題というのがござ
いまして、本市においてもそうなんですが、国民健康保険事業については加入者に高齢者が多く
なっているという現状がございます。６０歳以上の加入者が半数以上占めているというのが一つ顕
著な例かなと思っておりますが、当然加入者の年齢構成が高いということは、それだけ医療に関わ
る機会が多いといったこともございますので、まずその件についてどうしても医療費が高くなりがち
になるといった点が一つございます。
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吉田課長 　加えて、年齢が高いということは所得階層が比較的低い方が多いということがございますので、か
かるお金は高いけれども、入るお金が尐ないといったような大きな課題が一つございます。加えて、
苫小牧市は該当しないんですけれども、全国で見ますと加入者が３,０００人以下の小規模保険者と
言われる保険者が非常に多くなっております。加入者が尐ないといった保険者に関しては、どうして
も高額な医療費がかかる患者さんが発生した場合に、その尐ない人数でその医療費を賄わなけれ
ばならないといった現状がございますので、こういった小さな保険者というのはかなり苦しい財政運
営を強いられておりますので、町の一般会計からの繰入を受けたりですとか、翌年度の税収を繰上
して使うなどといった対策が取られている保険者が多くなっています。今回財政運営の主体を北海
道という一つの大きな財布にすることによって、こうした構造的な課題というのを解消しようというのが
大きな狙いとなってございます。

新谷委員 　要するに自治体間に体力差が出てきたので、オール北海道でやろうという背景ですよね。

吉田課長 　そうですね。新谷委員仰られたとおりの現状となっております。

新谷委員 　そうなったときに、苫小牧で独自でやっていたときとオール北海道でやったときと、今29年度で試
算するんでしょうけど、これからの社会情勢からいって好転するというのは、なかなか尐子高齢化に
向けて好転していくというのはまずあまり考えられない。そういう現状でいくと、今ここでやる分析がど
れだけ意味を持つのか。将来的には見通しというのは併せてそういったものは示されるのかなって
いうような。それによって、いわばオール北海道にしたこととの、例えば、これは国策ですから勝手な
訳にいかないのだけれども、苫小牧市独自でいった場合と乖離が出てくるのかなっていう、その辺
のなんかこう、そこはあまり聞いちゃいけないのかもしれないけれど。

吉田課長 　大変貴重な意見かと思います。今まで苫小牧市内で税収をいただいて医療給付をしてきたという
のを、今回は北海道という大きな枠まで広げてしまいましょうというのが、今回の改正になるかと思っ
ています。今ほど私の方から小規模保険者がかなり苦しいという現状があるというお話をさせていた
だきましたけれども、これが苫小牧市は全く関係ないかと言いますと、早晩同じ状況が苫小牧市に
も起こり得るのではないのか考えておりますし、一つどこかの保険者がもう国保会計が持たないとい
うふうになった場合、それが連鎖的に波及するといったことも考えられますので、そうならないため
の、ある意味先を見越した上での改革といったような形で我々は捉えております。

新谷委員 　厚生年金に共済年金が一本化したと同じことですね。

石田会長 　その他に何か御質問等ございませんか。
　それでは御質問がないようでございますので、まあどちらにしましても都道府県化以降、税率の改
定をしながら公平感を持った税負担をしていただくということでやっていくしかないということなんだと
思います。今ほど説明がありましたとおり、もし仮に税収不足等の負担が発生した場合については
基金の方で対応するという説明がありました、事務局案に同意をするということでよろしゅうございま
すか。

各委員 　了承

石田会長 　それでは、協議事項第２号については承認させていただくということで進めさせていただきたいと
思います。よろしくお願いします。
　以上をもちまして本日の議題は全て終了ということでございますので、その他ということで、何か全
般的にございましたら御発言いただきたいと思いますけれども。
　よろしゅうございますか。それでは、事務局の方から何かございましたらお願いしたいと思います。

吉田課長 　事務局の方からですが、都道府県化以降もこの運営協議会は苫小牧市で設置しなければならな
いこととなっておりますので、引き続き運営協議会自体は存続する形になってございます。
　次回の運営協議会の日程については改めて御連絡させていただきたいと思いますので、よろしく
御協力のほど、お願いいたします。

石田会長 　それでは、これをもちまして本日の運営協議会は終了といたします。本日はどうもありがとうござい
ました。
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